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（１４時００分 開会） 

 

岡田教育長 

  ただいまから、令和元年第１２回茨木市教育委員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席者は５名でありまして、会議は成立いたしております。 

  なお、本委員会には、部長以下説明員の出席を求めております。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  日程第１「会議時間の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議時間は午後４時までといたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

   （各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

  異議なしと認めまして、本委員会の会議時間は午後４時までと決定いたします。 

  日程第２「会議録署名委員指名について」。 

  本件は、茨木市教育委員会会議規則第１７条の規定により、篠永委員をご指名申し上

げますので、よろしくお願いいたします。 

  日程第３ 議案第２３号「平成３０年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及

び評価の報告について」を議題といたします。 

  事務局の説明を求めます。 

 

乾教育総務部長 

  議案第２３号につきまして、ご説明を申し上げます。 

  本件は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、教育委員会

の権限に属する事務について、平成３０年度の活動を点検・評価し、市議会に報告す

るものでございます。 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」におきましては、各教育委員会はその

権限に属する事務について点検・評価を行い、議会に報告書を提出することが義務づ

けられております。また、点検・評価を行うに当たりましては、教育に関し学識を有



 

－ 2 － 

する者の知見を活用することとされております。 

  この規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに、法の要請に応え市議

会、住民への説明責任を果たすため、平成３０年度の教育委員会の活動及び事務の点

検・評価について報告するものでございます。 

  報告書の内容でございますが、報告書の１ページから４ページに教育委員会の活動状

況について記載しております。 

  次に、５ページから４４ページに、学校教育、社会教育の各分野における主要施策に

ついて、点検評価シートに基づき実施した事業ごとの点検・評価を掲載しております。 

  ４５ページ、４６ページには、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用として、

学識経験者のご意見を後ほど掲載いたします。 

  最後に、参考といたしまして、教育委員会の予算、主な事業、第５次総合計画と茨木

市教育大綱の相関図を掲載しております。 

  点検評価シートの様式でございますが、大きく７つの欄に分かれておりまして、まず

施策体系における位置づけと、施策を実現するための目標を説明しております。 

  次に、昨年度の点検評価において今後の方向性又は見直し項目としていた内容を踏ま

えて設定した、平成３０年度の達成目標を記載しております。 

  次に、目標達成のために平成３０年度に実施した事業について、その概要及び評価を

記載しております。 

  次に、今後の方向性と見直していくべき項目を記載しております。 

  次に、今回の点検評価を踏まえた、今後の取組の進め方を記載しております。 

  最後に、各施策の実現に向けて行った取組のうち、主なものの実施状況を記載してお

ります。 

  なお、本日ご審議いただきます点検・評価報告書を９月の市議会に提出し、その後、

ホームページ、情報ルーム等を活用して公表に努めてまいる予定でございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

岡田教育長 

  事務局の説明は終わりました。 

これより学識経験者との意見交換会を行います。 

  それでは、学識経験者の方にもお越しいただきましたので、「平成３０年度茨木市教
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育委員会事務管理執行状況の点検及び評価についての意見交換会」の次第に従いまし

て進めたいと思います。 

 

玉谷教育政策課長 

  それでは、意見交換会を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  まず、開会に当たりまして、岡田教育長からご挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

岡田教育長 

  本日は、平成３０年度の茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価につきま

して、学識経験者の方からご意見をいただき、教育委員会の今後の一層の活性化と、

よりよい教育行政の推進のために、意見交換会を開催させていただくものでございま

す。 

  今日は、学識経験者の角野先生、三川先生におかれましては、本当にお忙しい中、ご

出席いただきまして、厚くお礼申し上げます。どうもありがとうございます。 

  さて、この点検評価の制度は、法に基づき実施するものでございますけれども、教育

委員会の活性化と市民への説明責任という点に意義目的を置いているものでありまし

て、この仕組みを活用することにより、一層の教育施策の推進を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

  平成３０年度は、６月に大阪府北部地震が起き、その後も豪雨・台風などの自然災害

による影響が大変大きくございました。そんな中、第４次学力向上３か年計画「茨木

っ子グローイングアッププラン」の２年目を迎えまして、教育委員会各課においては、

プランに基づいた取組を実施し、各事業を着実に進めてまいりました。さらに、いじ

め問題、不登校対策、学校・家庭・地域のさらなる連携による教育コミュニティづく

りの重要性や、公民館・図書館といった社会教育に資する環境の充実などにも積極的

に取り組んでまいりました。 

  報告書作成に当たりましては、これまでに先生方からいただきましたご意見を踏まえ

まして、一定の工夫を行ってきたところでございます。未だ不十分な点もございます

けれども、先生方におかれましては、本市教育の向上の観点から、忌憚のないご意見

をいただきますよう、お願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 
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  今日は、よろしくお願いいたします。 

 

玉谷教育政策課長 

  それでは、続きまして、出席者のご紹介をさせていただきます。 

  まず、学識経験者の先生のご紹介をさせていただきます。 

  お一方、関西外国語大学名誉教授の角野茂樹先生です。 

 

角野先生 

  よろしくお願いします。 

 

玉谷教育政策課長 

  もうお一方、追手門学院大学教授の三川俊樹先生です。 

 

三川先生 

  三川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

玉谷教育政策課長 

  続きまして、教育委員の紹介をさせていただきます。 

  ただいま、ご挨拶をさせていただきました岡田祐一教育長です。 

 

岡田教育長 

  よろしくお願いいたします。 

 

玉谷教育政策課長 

  続きまして、武内由紀子教育長職務代理者です。 

 

武内委員 

  よろしくお願いします。 

 

玉谷教育政策課長 
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  続きまして、片山正敏教育委員です。 

 

片山委員 

  よろしくお願いします。 

 

玉谷教育政策課長 

  続きまして、篠永安秀教育委員です。 

 

篠永委員 

  よろしくお願いいたします。 

 

玉谷教育政策課長 

  続きまして、堀村佳奈子教育委員です。 

 

堀村委員 

  よろしくお願いいたします。 

 

玉谷教育政策課長 

  では、早速ではございますが、学識経験者の先生のほうから、点検評価の報告書に関

しての意見を頂戴いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、角野先生からお願いできますでしょうか。 

 

角野先生 

  皆さん、こんにちは、角野です。今日はものすごいさわやかな気持ちでここへ来てい

まして、いつも、茨木神社の交差点のあたりぐらいで、もう暑くて来るの嫌だなって

思っていましたけれど、今日は空が高かったというのと、さわやかで、こんなさわや

かな気分になったのは久しぶりで、大変うれしい気持ちで今日はここに来ています。 

  そこの前の広場で、ふつうの小学生たちが野球をやっていて、ああ、何か昔ながらの

光景を見たなという感じで、ほほ笑ましい限りでした。学校がもう始まります。もと

もと、生徒指導の仕事が長かったもので、この時期になると、いつも何か起きるなと
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いうことが気になっていて、で、実際に起きるんですよね。そう考えてみると、我々

だって休み明けの頃って憂鬱になったりしましたけれど、子どもはたくさんいて、い

ろんな背景を抱えている子どもがいるので、スタートから子どもたちを受けとめる教

師の力量が要るなと思っています。日本の教育というのは、何も欧米のように学習指

導だけではなくて、生徒指導も進路指導も全部やってしまうという、全人格を育てる

ということなので、これは先生方も意識していかないといけないなというのと、台風

が随分来ていないから来るんじゃないかというのがあって、何か、この時期になると、

私自身は今、自由にしているから、別にどうと言うことないんですけれど、ものすご

く不安で、雨ががーっと降り出したら、近くの川が溢れないかなとか思って、川の水

位をテレビカメラでモニター化しているのがあるので、そこをすぐ見ると、そんなふ

うな毎日を過ごしておりますけれど、今日は、私のほうから、学習指導と生徒指導に

ついての意見を少しだけ言わせていただきます。 

  この報告書からなんですけれど、茨木市さんのほうでは、学力向上の取組を積極的に

しているというのは、いろんな施策を通じて、ものすごく見えてきます。で、学習サ

ポーターを配置していたり、統一のカリキュラムを組んでいたり、子どもたちの学習

支援、特にサポーターを配置してという、このあたりというのは学力低位層の減少、

ここを目指していると。当然、学力中位層の子も、中から上の子にもプラスになって

くるわけですが、それが大きな成果を上げているということでは、大変評価できると

思います。学力向上の取組は、実はどこかで効果検証しないとだめだと。で、国の結

果が向上したから評価できるということもあるでしょうけれど、茨木市さんぐらいの

子どもの量だとすると、年度によってはね、まだまだ変動が起きると思います。で、

先生方の学力向上に向けた授業づくりに変化が出てきただとか、効果があったかとか、

子どもと向き合う時間の確保のために、それらがプラスになっていたかとか。いろん

な観点があると思うんですけど、これらを検証しながら、今後とも進めてほしいなと

いうふうに思います。 

  今日、たまたまニュースか何かで見たんですけど、北陸の福井県かどこかの先生が、

費用対効果のあるというか、時間対効果のある学級経営とか学習指導とか、そういう

ようなことを書いていましたけれど、必ずしも、そういう効果がきれいにあらわれて

くるようなものではないと思います。それは、生身の子どもを見ているし、みんな背

負っているものが違うし、学校が変われば子どもの様子が違うし、家庭の状況が違う
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ということがあるので、教師はいち早くそれを受けとめて、子どもたちに適切な教育

をしてあげる、サポートしてあげるということなんて、そんなにうまいこといくもの

ではないと思います。けれど、数年、茨木市さんの取組をずっと見ていて、私、もと

もと教育行政をやっていたもので、茨木市さんは安定しているなというのはずっと思

っていたんですよね。ああ、やっぱり地道な取組をしっかりとしておられるなという

のは、ものすごく感じます。それは、いろんなところの数値にあらわれてくると。で、

やっています、やっています、やっていますというのではなくて、数値であらわれて

きているなというのも見えました。 

  ２点目に、今、授業づくりというのは、学校の教師の世界では大はやりなんですけれ

ど、実のところを言うと、あまりはやっていないだろうというふうに思っていまして。

新しい学習指導要領では、主体的、対話的で深い学びと言っています。この言葉は、

３年ぐらい前から、もう国が出していて、これを見たときに、教師は何を言っている

かっていうのはすぐわかります。じゃあ、主体的に取り組んできたかというと、そう

でもないんだろうなと思っています。主体的で対話的というのは、これまでの学習指

導要領にも随分と書き込まれていました。で、その中には、言語活動という言葉で唱

えられていたんですけれど、なぜ、こういう言葉が出てきたかというと、中教審でよ

く議論されているのは、全国学力調査の分析をしっかりしようというのが、国の中教

審の作業部会の根底にあるんですよね。 

  で、それによると、どこを見ているかというと、平均点なんて大して見ていなくて、

指導領域別のレーダーチャート、特にここを見ているんですよ。読む、書く、聞く、

話すとかありますよね、教師はここを見ていましてね、ここを見ると、どの小学６年

生も中学３年生も、どの教科も「書く」が弱い。考えてみたら、恐らく学校の先生は、

授業の中で書く時間をとっていない、書かせていないんです。４５分、５０分で、い

つ書かせるんだと、書くという作業がものすごく抜けている。なのに、主体的になれ

といっていて、書くというのは、自分の考えをつくって、それを口に出すんじゃなく

って、その前に自分でまとめてみる。まとめて、そして、それを相手に伝えるという

作業の中核にあるんですよね。で、書くことができない子って、当然ペーパーテスト

では対応できないわけで、自分の考えを主張できないんです。 

  考えてみると、私、幾つかの学校に、３年、４年ってずっと授業研究に入っていたこ

とがありますけれど、書かせるのが下手だなと感じます。それはなぜかって、書かせ
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る時間をとっていないんです。書かせるということをやろうとしない。で、子どもっ

てかわいそうで、先生が発問して、即答を求められているわけですよね。できるわけ

ないと、大人でもできませんよと。大学なんかでそんなことをやったら、みんな、横

を向いてしまいますよね。だから、きちんと考えて書く、で、考えて話すという流れ

というのは、授業の中で学び方を学ぶという１つのスタイルなんですよね。学び方を

学ぶというのは、生涯学習の概念から出てきているんですけれど、そういうふうな観

点をしっかり持って、先生方も授業研究をしたらいいと思います。 

  昔ね、何年ぐらい前の話かな、３８歳ぐらいのときに、新幹線が見えるのは葦原小学

校で合ってますよね。 

 

岡田教育長 

  そうですね、はい。 

 

角野先生 

  そこの校内研究授業に呼んでもらったことがあって、行ったことがあるんですよ。そ

のときの見せてもらった先生の授業、はっきりとは覚えていないんですけどね、国語

だったと思いますけれど、よく書かせていました。私、そのときに、ものすごい書か

せる先生だなって、すごく時間をとっているんですよね。だから、ふと思い出しまし

たけれど、そういうふうな授業づくりを、そんなに美しい、すばらしい研究授業をし

なさいとかいうことではなくって、子どもが目の前の課題にしっかりと向き合うとい

う経験をさせてあげてほしいと思います。これが学習指導だと。 

  生徒指導に関してですけれど、いじめのところで、いじめはどんな理由があってもい

けないという数値が７割から８割に上がったということですが、これについては、１

００％でないとだめだということなんですよね。でも、２割ぐらいの子どもたちが、

そんなことないよと言うっていうのは、その子たちっていうのは、ひょっとしたら、

いじめている側の子かもわからないし、いや、されている側の子どもの中にいるかも

わからない。だから、何らかの理由があるんですよね。きっと、満たされていない、

普段の学校生活がどこかにあるというふうに思いますけれど、学校の教師から見ると、

数値が上がっていていいじゃないか思うけれど、親から見たら、どきっとするような

数値だなというふうに思いますので、このあたりの分析もされたほうがいいかなと思
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います。これは、学校というより教育委員会が中心となって、学校に対してヒアリン

グすればいいと思いますけれど。 

  虐待の件ですけれど、虐待についても、恐らく２学期以降ぐらいで数値が上がってく

るというのが傾向なんですけれど、学校の先生というのは結構抱え込んでしまう場合

が多いです。自分の経験を見ても、人に相談ってあまりしないんですよね。相談なん

てあまりしないし、そういう意味で言うと、まあいいか、まあいいか、大丈夫だ、大

丈夫だということで、気がつくと、かなり進んでいるという状況になる場合があるの

で、校内での情報共有を的確にして、慎重に対応してほしいなと思います。 

  私が最後に担任を持ったのが、３８歳ぐらいのときだったんですけど、そのときに、

最後に担任を持って、４月の１０日にクラスで変なことがいっぱい起きて、調べてい

ったら、あ、これはいじめだと。物を隠すとかね、そういうのがあって。その当時の

教頭先生に言いに行って、これはみんなに言うのかなと言ったら、言わないほうがい

いですよって言われたのを覚えています。２０年ぐらい前だったら、そういうふうな

感覚があったんでしょうけれど、今でもないとは言えないです、表に出したがらない

というのがありますから、自由に出せる場でないとだめだなというふうに思います。 

  体力づくりについてですけれど、子どもの体力って、極端な例で言うと、学校の体育

が大きく影響しているっていうような時代になっているんだなということで、これは

これでショックを受けているんですけれど、さっき、暑い中で野球をやっていた子ど

もたちね、ベースも何もなくって、足でベースを描いて、野球をやっている、ああい

うふうなことを通じて、みんな、体力をつけていくという。そうでなくって、学校が

学力調査のように体力調査の改善に向けて、何らかの取組をしなければならないとい

う状況が起きているということは、大変悲しい話なんですけれど、急にやると、学校

管理下の話になってくるんで、行き過ぎがあったりして、事故が起きやすいです。特

に体力のほうでしたら、事故が起きたり、けがをしやすいので、きめ細かな準備と、

それと起きたときの対応力、学校がどう対応するかという、そこはしっかりと持って、

取り組まないと、教師がパニックになるということが結構あるのではないかと思いま

す。 

  私の経験では、子どもが腕を打って、骨が９０度曲がったというのを目の前で見まし

たけれど、私は、それを即座に引っ張って入れましたから。入れたらだめなんですけ

れど、入れてしまって、それで、そのまま病院へ連れていったら、病院の先生が、誰
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ですか、これ入れたのはと。はい、私ですと言ったら、きれいに入っているけれど、

入れたらだめですって言われたことを覚えています。私がまだ２０代の頃ですから、

４０年ぐらいたちますけれど。とにかく、何か起きたときにパニックにならないで、

どう対応すればいいかということを、やはりきちっと持っておかないと、別に体力が

上がったからどうのこうのって、大した話じゃないと思いますから、けがだけはさせ

ないでほしいなと思います。特に小学生、恐らく小学校の校長先生は、１日終わって、

ああ、子どものけががなかったって、ほっとするだろうと思いますから、そのあたり

を気をつけていただきたいというふうに思います。 

  最後は、お願いなんですけれど、医療的ケアが必要な子どもとか、障害を持っている

子どもに対する合理的配慮、ここについては、学校教育活動のあらゆる場面で、子ど

もと教師は接しますから、医療的ケアの場合には資格が要りますけれど、学校の先生

がきっちりとそれだけの資質能力を持っていないとできない。恐らく、今も昔も文化

が変わっていなくて、私、教え子が教師にたくさんなっていまして、大学で６年間教

えていましたけど、その間だけでも、何十人といて、大丈夫かなというような先生が

たくさん入っていますし、茨木でもたくさん、中学校の英語の先生がいて、三島中、

東雲中に２人とか、たくさんいるんですよ。茨木の教師で私が指導したのは、恐らく

２、３０人いるというふうに思うんですけれど、茨木はいい子が入っています、大丈

夫です。先生方の研修ですね、意識の問題だと思いますから、そのあたりを育ててほ

しいというふうに思います。 

  それと、外国語教育は、教育の連続性とか継続性とかいうことが大切です。後戻りは

できないし、停滞もできない。前へ進めなければならないので、引き続き、予算の確

保、これは今は取りやすいと思いますから、努めていただきたいという、これが２点

目です。 

  で、３点目に、子どもの安心安全についてですけど、国は夏の概算要求で、スクール

ガードリーダーを何かものすごい額の予算を概算要求をするというふうに、この間ニ

ュースでやっていました。自分のところで起きないからとかいうことではなくって、

子どもの安心安全、学校の安全については、何もなくって当たり前のことなので、引

き続き、子どもが暴力から身を守るワーク、これは、もともとは子ども同士の人間関

係づくりにもつながるというところから来ていますし、もとを正せば、キャンププロ

グラムなんですけれど、そういうところからも来ていますので、引き続きやることと、
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それとあわせて、茨木市が子どもを守るために、学校や地域が力を出せますよと。今

日の朝のニュースなんか見ると、大阪市内では、学校が始まるので、学校の周りに保

護者や先生やら、警察が出てくるんですけど、今だけなんですよ。これが、この１週

間、２週間が終わってから続くとね、ここに効果が出てきて、あ、このまちというの

は本当にやっているねというふうに認識されるので、違うところへ行くと思うんです

よね。だから、そういう意味では、引き続き、子どもたちの安全確保のために努力し

ていただければというふうに思っています。 

 私のほうからは、以上です。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。それでは、三川先生お願いできますでしょうか。 

 

三川先生 

  はい、ありがとうございます。本年度も、昨年度のこの取組を丁寧な冊子におまとめ

いただき、私も慎重に拝読いたしてまいりました。全体的には、この冊子はこのよう

な構成を数年前からとっていただいているわけですけれど、まずは最初のほう、教育

委員会の教育長はじめ、委員の皆様には、本当に定例会や臨時会で審議に精力的に取

り組んでいただいてるほか、いろいろな行事や研修にも積極的に参加していただいて

いるというのがとてもよくわかります。 

  それから、６ページのところでは、この点検評価シートに入る前に、茨木市教育大綱

の体系図というのが明確に示されていて、これが茨木市の教育の全体的な構造をしっ

かりと見取るのに、とてもわかりやすくて、初めてごらんになる方にもわかりやすく

なっているかと思います。 

  それから、これは毎年指摘させていただいていることですが、用語解説がありまして、

一般の方、なじみのない方にわかりやすくするようにという、この用語解説が、まさ

にこの茨木市の教育の特徴を見事に物語っている、この用語解説集だけで茨木の教育

の特徴、その売りがよく見えるのではないか、そんなふうな印象を持ちます。少しず

つ、このあたりも加筆していただいて、内容的にはかなり充実してきたものになりま

した。 

  さて、そのようなことを踏まえて、角野先生が学校教育等についてコメントを話され
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ましたので、私のほうは、社会教育のほう、生涯学習、それから青少年の健全育成と

いう、この２つの柱に沿って、お話をさせていただこうと思います。 

  まずは、青少年の健全育成ということに関してですが、教育長のご挨拶にもありまし

たとおり、昨年度は本当に、大阪北部地震、台風、豪雨等の自然災害の影響で、さま

ざまな行事が延期になったり、中止になったり、それから社会教育施設が、例えば避

難所として活用されることになって、活動ができなくなったり、このような事情があ

ったとはいえ、青少年の健全育成につながる、この活動が少し数が減ったり、それか

ら実施できなかったりして、残念な思いをしたのは子どもたちだけではなくて、準備

をされてきた保護者、大人の方たちもそうであったかもしれません。 

  一方では、上中条の青少年センター、それから野外活動センター等では、青少年の健

全育成のための取組が、数は少なくなっている部分はありますけれども、例年のよう

に実施されています。それが、この報告書からも見て取れるところが安心できるとこ

ろです。このような青少年の体験活動をさらに充実、向上させていくためには、一方

では、この子ども会の入会者、加入率ですとか、それから保護者の方が、さまざまな

事情から子ども会への参加を渋るということになるようですけれども、子どもたちの

参加だけではなくて、保護者の方もこのような、さまざまな取組に積極的に関与でき

るように、親子ともに、この青少年の健全育成につながる体験活動に参加できるよう

に、また改めてお取り組みいただけたらというふうに思っているところでございます。 

  さらには、生涯教育ということで、生涯学習センター、図書館、その他、さまざまな

機関がこのような機会を提供してくださいました。茨木市は、生涯学習推進の市であ

りますけれど、１つは、図書館の活用につきまして、返却ポストの設置というのが、

これまでも何度か報告がありましたけれども、やはりその利便性を高めるという意味

では大きかったと思います。ＩＣＴの利用についても、これも利便性の向上に大きな

貢献をしているところだろうと思います。図書館等のこのような施設に対して、いろ

んなニーズを持つ人たちがたくさんいらっしゃいますので、多くの人たちの多様なニ

ーズをはっきりと受けとめていただいて、そのさまざまなニーズに応えるためのサー

ビスの向上というのを、これからもぜひ図っていただきたいというふうに思います。

ニーズに対するサービスの向上というのが、今後とも継続的に発展することを期待い

たしております。それは図書館、生涯学習センターだけではなくて、さまざまな社会

教育施設についても同じように申せるかと思います。 
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  それから、先ほどの自然災害、地震等によって、例えば郡山の椿の本陣がかなりのダ

メージを受けて、今も修復中だというふうに伺っております。茨木市が持つ貴重な文

化財でありますが、これが今のところ修理中というのは、本当に残念な気持ちがいた

しますけれども、復旧を終えた際には、ぜひとも、その復旧した後の、市の財産を情

報発信して、多くの人たちに関心を向けていただけるような取組をお願いしたいとい

うふうに思います。 

  学校教育のほうについては、角野先生からコメントがございましたけれども、私も少

し感じておりましたことがありますので、ここで申し述べさせていただこうと思いま

す。１つは、書くことについて、角野先生は貴重なご指摘をなさいました。私も、き

ちんと考えて書くとか、自分の経験したことを振り返って書くとか、このことの意味

をさっき強く感じましたが、私が学んだり、研究したりしてまいりました分野が、キ

ャリア教育という、この分野でありまして、茨木市のキャリア教育は、指定を受けら

れて、推進されるということを伺っておりますけれども、このキャリア教育では、新

しい学習指導要領の中に、この特別活動等を中心に、要として、さまざまな内容が盛

り込まれることになっています。 

  その中で、来年度から導入される教材の１つに、キャリアパスポートというポートフ

ォリオがあります。子どもたちの体験を記録にまとめるという、これだけの作業です

けれども、小学校の１年生から６年生まで、中学校の３年間、それが高等学校へと、

指導要録とともに持ち上がるというのが、文部科学省が指示している内容でございま

す。来年の４月には導入されますけれども、このキャリアパスポートにおいて、実は

角野先生が指摘された、書く作業というのが、とても重要な役割を持つことになりま

す。キャリア教育ですから、商業体験等をイメージされる方があるかと思いますけれ

ども、子どもたちは、さまざまな学びや気づきの機会、それをみずから振り返って、

それで気づいたこと、学んだことを、自分の言葉で表現して、書きとめる。それを、

また指導される先生方が、その子どもたちの思いや、それから考えを汲みとって、コ

メントを添えられる、それに応じて、また子どもたちが、例えば自分についての理解

を深めるとか、人との関わりについて、人間関係の視点を広げるとか、こういった対

話的な学びというのが出ておりますけれども、この対話的な学びを積めるという意味

でも、このキャリアパスポートという教材が、私が期待しているところの１つであり

ます。 
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  今、申し上げたような内容、実は自分の体験を振り返って、それに気づいて、言葉に

して、人が分かるように伝えるとか、人が読んで分かるように文章にするというのは、

実は、子どもたちにとっては、かなりハードルが高いところですね。体験をしたから、

何でもいいから書きましょうでは、これは教育的な効果としては、多分少ないだろう

と思います。ちゃんと、その体験が振り返られて、それに気づけて、言葉にできて、

さらに人が分かるように伝えられて、読んで分かる文章にして表現することができる

ように、私はこのキャリアパスポートという、キャリア教育の中で活用される教材が、

先生からご指摘いただいた、書くということを中心に、子どもたちの、恐らく自己理

解とか人間関係づくりのためにも活用されるのではないかと、大きく期待していると

ころであります。少し、今、興味関心を持って、関わっているところでありますので、

このことについて、触れさせていただきました。 

  もう１つは、角野先生もいじめについて、ご指摘をなさったかというふうに思います

けれども、私も少し気になっているところがあって、ちょっとだけ、この資料のほう

にも触れておきたいというふうに思います。１６ページに、このいじめに関わるよう

な、平成３０年度の内容が、平成２９年度との比較で出ています。で、いじめの認知

件数ということが、私は随分、気になっているところでありますが、茨木市のいじめ

の認知件数、この数が私は少ないのではないかというふうに思っています。 

  具体的には何かといいますと、実は、もっともっといじめというのは多いのではない

かと思っています。これは私の一方的な思い込みかもしれません。茨木では、いじめ

が少ない、いじめになる以前に適切な対応ができているので、ほとんどいじめという

のが発見されない、そういうことがあれば、それでいいと思うんですけれども、本来、

私、いじめというのは、いじめに相当するかどうかが判断される前から、もっともっ

と、サインであるとか、ひょっとすると子どもたち同士のふざけあいとか、ちょっと

したいざこざのようなレベルでも、その可能性や危険性があるとすれば、認知件数の

中に加えられていいのではないかというふうに思っています。市によっては、この認

知件数が随分膨大な、例えば、茨木市の半分、いや、もっともっと人口が少ないとこ

ろでも、これをはるかに上回る数が数えられているところもあって、私もいじめ対策

の推進委員会の委員長を務めておりますけれども、どんどん、この数が増えてきたと、

ちゃんと先生方が敏感に感じ取ってくださるようになった。これは１つ、これからの

取組のきっかけになる、こんなふうに申し上げているところがあります。実態のほう
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がよくわからないまま、申し上げておりますけれども、もし、何かお気づきのことが

あればお願いしたいと思います。ひょっとすると、ある学校からは、いじめの認知件

数が１件も上がっていないということがあれば、それは私はやっぱり少し、問題では

ないかというふうに感じたりします。詳しいことがわからないまま、このようなこと

を申し上げているので、もし誤解があれば訂正いただけたらというふうに思いますが、

いじめの認知件数、全国ではもっともっと、４１万件は多分超えているだろうと思い

ますのでね、このようなところも少しまたご説明、あるいはご配慮いただけたらよろ

しいかというふうに思います。 

  あれこれ申し上げましたけれども、この茨木市の評価報告書、随分、形を整え、これ

まで継続的に進めて来られました。また、市民の方たちが、この報告書をごらんにな

って、どのような意見をくださるのか楽しみにしているところでございます。 

  私からは、以上とさせていただきます。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。それでは、恐れ入りますが、続きまして、教育委員の皆様

から所感をお願いしたいと思います。 

  武内委員からよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

武内委員 

  さまざまなご指摘をいただきまして、ありがとうございました。本当にいろいろ、私

たちが気づきにくいところまで丁寧に見ていただいて、いろいろとご示唆いただきま

して、うれしく思っております。ありがとうございます。 

  お二人ともの先生方から、書くことの大切さみたいなことをお話しいただいて、私も、

ああ、なるほどと思いながらお話を伺っていたのですけれども、三川先生のほうから、

キャリア教育、キャリアパスポートでしたっけ。それにつながることとして、自分の

体験したことを自分なりにまとめて、それをまた文章にあらわすということの大切さ

みたいなことをお話しいただきました。 

  きっと、そのあたりがやはり、とても大切になってくると思うんです。ただ単に経験

して、いい経験だったね、楽しかったねで終わるんじゃなくて、それが次に生きてい

く、生かしていくためには、どういうふうに自分はとらえたのかということを自分で
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振り返ってみるというふうなことが次につながっていく大事なところだと思いますの

で、ぜひともね、小学校、中学校、それから、もっとそれ以前の就学前から続けてい

けたらいいな。それは、文字も書けないのに書けというのはだめですけれども、それ

を、やはり教師というか指導者がね、引き出してやるというか、どうだったというふ

うなことを語らせるとか、考えられるような方向に導いてあげるということは、就学

前から小中全てつながって、大事なことだなというふうに思いますので、ぜひ、その

あたりの保幼小連携みたいな取組をしていますけれども、そんなことがつながってい

けば、小学校、中学校に向けての学習活動にもつながるなというふうに思いました。 

  それと、もう１つ、角野先生のほうからお話しいただきました、いじめについて、い

じめや虐待について、気づいたときに指導者同士が話せるようにというふうなことを

お話しいただきましたけれども、そのあたりがね、とっても大切なのかなというふう

に思います。気づいていないということもあると思うんですけれど、交流している中

で、ああ、そういうふうに見る見方もあるんだなということで、いや、自分としては、

それはいじめじゃないと思う、虐待じゃないと思っていたけれども、ほかの人の話を

聞いてみると、あ、それも問題だなというふうなことにね、気づけたら、そこに向け

て、どんなふうに取り組んでいったらいいのか、チームとして取り組んでいったらい

いのかなということが見えてくるかなという気もします。 

  今、私は特に、その２点のことについて、先生方から教えていただいたことがすごい

印象にあるんですけれども、やはり今、働き方改革といって、先生が、整理できる部

分については整理しながら、子どもたちと関わる時間を増やしていこうというふうな

方向を求めていると思うんですけれども、やはり、そこにすごいつながるなって思い

ます。 

  書くことと言っても、先ほど角野先生が言ってくださったように、書かせていないと。

書く時間をとれていないというふうなお話がありました。書け、書けと言っても、た

っぷり時間をかけて書けるような体制をつくっていないんじゃないかというようなご

指摘だったかなと思うんですけれども、そういうふうに子どもたちと向き合う時間、

一緒に遊ぶとか、そういうことも大事だと思うんですけれども、子どもたちが書いて

きたことを丁寧に見てやる、見取ってやる。それから、その行間にあらわれているよ

うなことも読み取れるような、そういうゆとりというんですかね、教師のゆとり、そ

して教師同士の交流の中から、また違ったとらえ方を見つけていって、子どもの見方
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が変わっていく、違う面も見ていってやれるというふうなことが、とても大切だなと

いうことを、改めて今、お話を伺いながら感じさせていただきました。本当にありが

とうございます。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。続きまして、片山委員、お願いいたします。 

 

片山委員 

  角野先生、三川先生のほうから、いろんな各般にわたりましての細かいご指導をいた

だきまして、ありがとうございます。 

  お聞きしている中でですね、三川先生のほうから、キャリアパスポートのお話が出て

まいりました。確かに、学校のいろんな授業の中で、これに相当するような授業が、

実際上はやられているんじゃないかなと。例えば、社会科とか家庭科の中で、近隣の

いろんな人たちとお話をすると、まちの探検とか、いろんな仕事をしている、社会を

構成しているいろいろな方々、仕事をしている方々とお話をされて、それを自分たち

で、どういう質問をして、どういう方向でまとめていくかと。そういうような、かな

り授業の中でもね、そういう先生のおっしゃるような意味のことが、実際上されてい

るんではないかなと思うんですが、ここでお聞きしたいのは、実際にそれじゃあ、そ

ういうキャリアパスを書くことですね、国語とかいろんなところでも書きますけれど、

具体的にの学校の中でね、どういう場面でこういうパスポートを書くのか、作業の具

体的な例がありましたら、まず１つ教えていただきたいなというのが１つでございま

す。 

 

三川先生 

  では、今のご質問に対してお答えすると、そんなにたくさんは書かないですよね。ふ

つう、キャリアノートといって、日常的な教育活動に伴う振り返りのノートというの

は、多分、今、先生がおっしゃったように、それぞれの学年、それから、それぞれの

学校の工夫によって、子どもたちが持っているかというふうに思うんですが、指導要

録とともに持ち上がるというのは、１年に１枚とか、２枚、つまり、例えば小学校の

３年生であれば、３年生の１年間を通じて頑張ったこととかですね、４年生のときに
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は２分の１成人式というのをやっているんですかね、そういうテーマでのワークショ

ップの取組があったり、それから中学２年生は職業体験というのがあったりしますけ

れども、それぞれの市の教育委員会が、恐らく、こういった内容の取り組み方をお決

めになるだろうと思いますけれども、いずれにしても特徴というか、特色のある教育

の振り返りを、それこそ、そうですね、ワークシートを１枚ないし２枚ぐらいにまと

めるという、それぐらいのもので、個々の教育活動について逐一書いたもの、分厚く

なってということではないんです。それはなぜかと言ったら、後で振り返ったときに、

これは意味が出てくるんだけど、小学校のときには例えば、こんな体験をした、こん

な学びや気づきを得た。今、例えば中学生になってみて、そのことを振り返ってみて、

あるいは４年生でしょうかね、そのときにやった、２分の１成人式、それは本当に二

十歳になったときに、もう１回、あの子どものころの自分のことを思い出してみて、

そのときの自分が描いていたイメージと、現在の自分が立っているところの立ち位置

と、これはもう、後の後の人生の、私たちはキャリアと呼んでいますけれども、そこ

でもう一度、原点に返って、振り返ってみて、そこでの学びや気づきを改めて深める

とか広げるとか、そんなふうに活用するという、そのようなイメージでとらえていた

だければと思います。基本的なテンプレートのようなものは、文部科学省から多分、

もう出ているだろうというふうに思うんですけれども、これは各都道府県や教育委員

会のほうで、市の教育委員会のほうでアレンジしていただいて結構です。学校におい

ても工夫してください、そんな指示が出ているのではないかというふうに思いますが。 

  私が楽しみにしているのは、小学校の６年間、中学校の３年間、高校３年間と積み上

がってきた１２年間のこのキャリアパスポートの束ですよね、これをもとに、大学で

授業をしたいというふうに思っているんです。どんな学びを今までしてきて、今、こ

こにいるのかって。１２年間待たなければなりませんがって、これ、期待しているっ

て言ったら、あんた、そのころ定年やでって言われてしまいました。冗談を申し上げ

て、失礼いたしました。 

 

片山委員 

  ありがとうございます。確かに、各教科ごとにはね、１年を振り返って、どういうこ

とが学べたかという振り返りというのはあるんでしょうけれど、１学年全体、教科を

超えてね、どういうふうな学びがあったかと、そういうのをまとめて、それを１２年
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間引き継いでいくと、こういうようなことは、その人の成長過程があらわれるという

ことで、非常にすばらしい取組だというふうに思いました。できましたら、そういう

ものが茨木でも取り組めたらなというふうに思います。 

  それで、この評価報告書の中にもある、学力の問題にこれまで取り組んできましたし、

それから、いじめの問題ですね。これが２つ、大きな柱であったと思います。確かに、

角野先生、三川先生のほうから、そのあたりのことについてのご指摘いただきました。

こういう、今の子どもたちが抱える課題ですね、今の社会的な状況の中で、学力、体

力、その他、いろいろな問題を子どもたちが抱えていると。これに向き合う先生方が、

どういう対応をしてきたかということで、今の指導要領の変更もそうなんですが、ど

んどん、先生方のですね、学校で取り組むべき授業に対する研究にしましてもね、大

変、膨大になってきているというようなふうに感じております。で、こういう時代に

合った授業のために、どういう時間を先生方が確保するのかということが、教育委員

会としての大きなテーマだったというふうに思います。 

  ずっとこの評価を見ていましてね、学校の支援体制というのが、年々充実してきてい

るなというのが私の感想なんですが、いろんな専門スタッフを配置したり、それから

外部の専門家の力を得たりとか、個々の授業の中にも、ＮＥＴとか、外国語の方々を

入れるとか、あらゆる部門で、そういう専門スタッフ、協力者の力を入れてきている

と。今後、新しい学習指導要領で、道徳や英語やプログラミング教育ですか、そうい

うような新しいテーマがどんどん増える中で、さらにこういう外部のね、協力を得る

必要があるのではないかなというふうに思っています。 

  それの予算化について、今のところ、市長のご理解もいただいて、年々、内容的に充

実してきているというふうに思います。どこまでこれが確保できるのかというのが、

進んだ市と比較すればね、まだまだ足りないということもありますし、予算規模の小

さい市町村からすれば、茨木市、うらやましいなというようなこともあります。なか

なか、この限度、線引きというのが難しいというふうには思います。国のほうで、あ

る程度、予算化ができて、それに倣えで確保できるのであればいいんですが、なかな

か、茨木市の教育をどうしようかということで、先行的に予算化するのは、なかなか

大変だというふうに思います。ですから、今、先生方がおっしゃっていただいたよう

に、どうすれば、そういうことも可能なのかというような、何かそういうポイントが

ですね、こうすれば、そういう予算化も、理屈で言えばできて、確保できるんではな
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いかと、こういうふうなご示唆を具体的に、もしございましたら、いただければあり

がたいなというふうに思っております。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。続きまして、篠永委員、お願いをいたします。 

 

篠永委員 

  角野先生、三川先生、今日はありがとうございました。いろんなご視点から、教育委

員会の施策についてのご意見をいただいて、改めてまた、私ども一人一人がいろいろ

考えるところがあるのかなと感じました。 

  まず、私自身も感じていたんですけれども、三川先生からご指摘いただいております、

この点検評価のシートの用語集が充実しているということが、この茨木市の教育委員

会の活動をあらわしている鏡じゃないかなと、私も思っていたんですけれども、市民

の方が読まれるという、この点検評価、非常に丁寧に書かれていく中で、用語集に、

今年から、何年からやっていることですというのを入れていただくようになったので、

よりわかりやすくなっているのかなというのを、ご指摘いただいて、とてもうれしく

思っています。 

  あと、両先生から、１つのキーワードとして、書くというところもご指摘いただきま

した。書くということの１つのやり方、理想として、三川先生がおっしゃっていたキ

ャリアパスポートみたいなものが、来年度から導入されるということで、社会教育的

な側面からは、さらに何か単発的な書くということ以上に、このキャリアパスポート

というのは経年的な変化、そのときの一場面ではなくて、自分の成長過程を見つめる

きっかけになるというところが、非常に卓越したものになる可能性があると思ってい

ますので、大いに期待したいなと、私は思っています。 

  ただ、確かにキャリアパスポートだけじゃなくて、書くということは、それ以外に、

日常の学校の子どもたちの活動場面であってしかるべきであるんですけれども、例え

ば、１つ、書くということに対して、本を読んだ後に書く、体験したことを書くとい

う場面、日常茶飯事に、子どもは何か本を読んでいるはずなんですね、例えば夏休み

であったりとかに、課題が出て、これを読みましょうとか。で、読んで、なおかつ茨

木市は図書館活動が非常に充実しているわけですけれども、なかなか書くのが苦手な
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子も多いのも、やはり事実でということで、感想文を書かないというわけではないと

思うんですけれども、先生がおっしゃっていただいたように、対話的な学びの姿勢と

いうのが、自分で思うことをちょこちょこと書いて、それで終わっちゃっていて、先

生に提出して終わりって、何かこう、ご家庭の中で、それを話すとか、先生も、この

感想文についてみんなどう思うということを問うような場面も、もっと頻繁にあると

いいなと。で、そして、クラスの中でも、休憩時間にちょっと、あなたの見せてよみ

たいな、そういう雰囲気づくりというところが、対話的な学びの姿勢を獲得する中で、

そういうふんわりとした雰囲気ですね。何か書いて、それを見せあうとか、発表しあ

うという雰囲気、もちろん時間もとらなきゃいけないんですけども、そういうのを書

くという、何かあったこと、読んだこと、体験したことをリンクする、書くというこ

とにリンクするという仕組み、仕掛けが、我々、必要なところなのかなと思うわけで

すけど。誰かは、普通に日記を書いているかもしれません、日記はプライベートなの

で、なかなか見せあうというのはないかもしれませんが、日記であったり、交換日記

というのも先生ととか、クラス全体でやっているところもあるかもしれません、もう

少し、こう、話し合う、考えあうというのが、当たり前の日常であるような雰囲気づ

くりの仕掛けというところが、その書くということへのモチベーションとのリンクと

して何かが足りないところがあるのかなという印象を受けました。 

  私からは、以上です。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。続きまして、堀村委員、お願いいたします。 

 

堀村委員 

  私、１月から教育委員に就任しまして、また０歳と２歳の子どもがおりまして、母親

業として駆け出しなんですけれども、教育に関して、先生方にたくさんの示唆をいた

だきまして、いろいろ学ばせていただいているところです。 

  先ほどから、書くということがテーマに上がっておりまして、私自身も、それで思い

出したことがあるんですけれども、小学校１年生、２年生のときに、担任の先生が、

毎日、イラストにこう、何も書いていない吹き出しを描いたプリントみたいなのをく

ださって、それに吹き出し文を書くという作業をしていました。何を言っているのか
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なという想像力も育むこともできますし、その日の自分の状態みたいなものも、そう

いうところにあらわれていたのかなと。それを、担任の先生が読んでくださってコメ

ントをいただく、で、また家に帰って、保護者が見て、また感想を言ってもらう、そ

ういった作業がすごく自分自身の中で、もう随分前のことですけれども、残っている

なと、今思い出して、やはり書くことというのは大事だなというふうに、改めて思い

ました。 

  書くこと、書かせる時間というのを、先生方に確保していただくためには、やはり業

務改善ということが大事ということも、先ほどから出ていますけれども、ここに関し

ては、この報告書でも２５ページのところで、子どもと向き合う時間が十分とれてい

ると回答する先生方の割合が、かなり今年はアップしているということで、すごく効

果が見えているなと思いました。また、令和元年度からは、校務支援システムという

ものが導入されまして、より一層、業務改善に役立つのかなと思っておりますので、

また来年のこの報告書で、どれだけ数値が上がっているのかなというところも楽しみ

にしたいなと思っております。 

  また、茨木のこの教育の特徴で、英語シャワーデイ、英語で遊ぼうデイというのがあ

りまして、小さい子どもを持つ保護者としては、すごくありがたいなというところを

思っております。小学校５、６年生から、今度、英語が教科化されるということで、

夏に英語の教科書を実際に見せさせていただきましたけれども、私が想像している以

上に高度な内容で、英語に親しむというより、本当に使える英語を求められているな

ということを実感しました。それと同時に、これを５、６年生のレベルでやるには、

かなりそれまでの積み上げが大事だなというところも感じまして、やはり英語という

のは言語ですので、できるだけ小さいときからそういう環境を与えてあげられるとい

うのが大事かなというふうに思いました。そういう意味で、英語というのは、私もネ

イティブとかではないので、算数とかだったら子どもに教えてあげられるかなとは思

うんですけども、英語の発音とか、そういう会話とかいうもの、私ではできないこと

ですので、こういう保育園とか幼稚園とか、そういうところで、みんな平等に、英語

に親しむ機会を与えられるというのは、すごく大きなことだと思いますので、予算の

関係もありますけれど、ますます、これを増やしていただければなと思っております。 

  また、図書館の関係ですけれども、茨木はすごく充実していまして、これも子どもが

生まれたときに、いろんな方から、やはり本を読み聞かせることが教育として大事だ
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よということをたくさん聞きまして、できるだけ子どもには本を読んでいるんですけ

れども、その点、茨木ではブックスタートということで、乳児のときに本をいただい

て、そこから親しみ始めて、また図書館でも、返却ポストとか、本を借りやすい状態

にして、さらに、たくさんのおはなし会とか図書館の行事もありますし、最近では、

ブックトラベルという、本当にどの世代も本に親しんで、楽しむという行事もスター

トしておりますので、そうしたものをますます活性化して、本を通じて、いろいろ学

んでいける環境づくりをこれからもしたいなと思っております。 

  あと、この点検評価シートを読んでいて、本当に網羅的に、たくさん茨木の教育とい

うものが、わかりやすく書かれていまして、先ほどから出ていますように、用語集を

読んだだけでも、茨木のよさというのがわかるかなと思います。市民の方にも、こち

らの説明責任を果たすためというのもありますけれども、市民の方が、これを読んで、

茨木の教育目標というのを、市民の方自身も自分の目標のような形で共有化して、家

庭の教育でも反映できるようにしていければなと思っています。そのためにも、これ

をたくさんの方に読んでいただきたいなと思いますので、ますます、この報告書をわ

かりやすくというところは、今後も考えていきたいなと思っております。 

  以上です。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。続きまして、岡田教育長、よろしくお願いいたします。 

 

岡田教育長 

  角野先生、三川先生、本当にありがとうございます。 

  昨年度は、自然災害がありまして、予定していた事業等もできないものがあって、そ

れを回復するために、市全体で、全力で取り組んできたところですが、まだまだちょ

っと、全てがもとどおりになったかと言ったら、そこまで行っていないというのが現

状でございます。特に、施設面、先ほど、本陣の話もございましたが、施設面も、ま

だ回復できていないところもありますので、その部分は、市長部局と一緒にやってい

きたいというふうに思っています。ちょっと、今回のこの評価の中では、できていな

いという記述がありますけれども、これが自然災害の中で、特に地震よりも台風の影

響がすごく大きくて、それで、これから危機管理としてどういうふうに、何かがあっ
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たときに、それを克服していくのか、一番早いスピードで回復できるのかというのは、

ちょうど今、検証しているところでございます。 

  先生方のご意見の中で、特に子どもの安心安全を守っていくというところが、特に学

校教育で言えば、基本になるかなと思うんですけれども、今回の地震なんかで言えば、

安心安全な、命を守るというところで、すごく学校現場が混乱したということがあり

まして、地震が起きたのがちょうど登校時でしたので、陸橋の上を渡っているところ

で地震が起きて、その陸橋から降りてこられないというか、精神的に参ってしまった

というので、管理職も含めて教職員が１人ずつ下におろして、グラウンドまで連れて

きたというふうな状況とか、横断歩道のところでしゃがんでしまってということがあ

って、集団登校しているところで、６年生が、１年生、２年生をしっかり見てくれて、

そして学校まで連れてきてくれたというのもあったり、そういう部分で、少し危機管

理というか、子どもたち自身も含めて、自分の命を守るという部分と、それから学校

がどうして、子どもたちの命を守っていくかというところ、すごく身につまされて、

そして検証をしてきた部分でございます。 

  それと、もう１つ、その安心安全の中に入りますけど、先ほど両先生からもありまし

た、このいじめの問題のところですが、角野先生からありましたように、このパーセ

ンテージの否定的な意見の分析はできているのかというところで、これはすごく大事

なところで、いじめる側とかも含めてですね、その分析をしないと、いじめが本当に

なくなるということじゃなくて、少なくなっていかないというか、その部分があると

思いますので、その部分もこれから、ご指摘を受けたところは、検証し直して、分析

していきたいというふうに思っています。 

  それから、いじめの認知件数、これは三川先生のほうからもご指摘ございましたけど、

やはりアンテナの感度が低い学校も、実際にはあるかもわかりませんので、その部分

は、また指導をしていきたいというふうには思っています。からかいがいいとか、そ

れぐらいはからかいだとか、それぐらいはいいんじゃないかということで、担任がそ

こで押さえてしまっているのも、多分たくさんあるんじゃないかというふうに思いま

すけども、やはり情報を共有するという、いじめ、不登校の委員会がございまして、

必ず週１回、情報共有をするということになっていますので、その部分は徹底してや

っていきたいというふうに思っています。 

  それから、これも両先生からありましたように、学び方を学ぶということがすごく大
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事になってきているというふうに思っています。特に、先ほど、書くということにつ

いてお話がありましたけど、本来、学校教育においてやはり学び方を学ぶというのは

１番で、その全国学力テストで点数を取るとか、平均点がどうのこうのと言うより、

やはり、これからの生活の中で、自分が社会に出たときも含めて、学び方を学ぶこと

が、やっぱり今後の自分の幸せをつかんでいく基礎となっていくというふうに思いま

す。今、グローイングアッププランが最終年度に入って、次の年度のことも考える時

期になっていまして、今、この非認知能力をどう伸ばすかということを考えています。

これは今日話題になりませんでしたけど、保幼小中連携も含めて、１２年間というふ

うにお話がありましたけども、やはり、こういう能力をつけていくには、保幼小中の

中、子どもたちの遊びの中で、どういうふうにそういう力をつけていくのかというの

も、すごく重要になってきていますので、その部分も含めて、これからもうちょっと

考えていきたいなというふうに思っています。 

  三川先生からありましたキャリアパスポート、実際には来年度から入ってくるという

ことになっていますけど、茨木市のほうでは、文科省からおりてきたものを、ちょっ

と変化球で、この非認知能力も含めて、自分のいろんな取組の途中を振り返って、メ

モ書きできるような、そういうことをちょっと考えているところです。だから、コメ

ントというか、自分が、俯瞰的な立場で、今どんな状況で、どんなことをしていて、

どのあたりが足りないのかというのを、本当にメモ程度で振り返って、それを積み重

ねていくというのが、客観的にいろんなところを見る能力が育っていくのかなという

ふうに思っています。そういう部分も含めて、次の年度の計画を立てていきたいとい

うふうには考えています。 

  今日、ご指摘いただいたところも含めて、今後の茨木の教育にまた生かしていきたい

というふうに思っています。本当に、どうもありがとうございました。 

 

玉谷教育政策課長 

  ありがとうございました。 

  それでは、意見交換という形でございます。改めまして、何かございましたら、よろ

しくお願いいたします。 

 

角野先生 
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  書くことについて補足なんですけれど、国の学力テストで正答率の低いのは、書くこ

となんです。なので、指導領域別でも、書くことが弱いんです。というのは、学校の

先生は、書くことを避けているんです。で、子どもは、習っていないことは解けない。

やっていないことはやれないんですね。だから、そのことを考えたときに、書くこと

は大事ですよというのは１つ言えるんです。 

  もう１つ、国の分析の中でも、特に力を入れているのは、今、アクティブラーニング

という言葉が、よく言われます。このアクティブラーニングというのは、もちろん、

学習指導要領の中に出てくるわけですが、これは本当は、国は大学改革のために、高

校の授業形態を変えたいということから、アクティブラーニングということを投げて

きたわけです。だから、大学が大慌てですよね。ところが、小学校、中学校というの

は、基本的に、一生懸命授業改善している人は、アクティブラーニングになっている

んですよ。 

  じゃあ、アクティブラーニングって何かというと、主体的・対話的で深い学びって、

これは何かって言ったときに、実は、その前に、国から出てきた言葉に、伝えあう力

という言葉が出てきました。これは何かというと、授業の中で、討論しなさいという

ことなんですね。例えば、近くの子と集まって、４人で討論してごらんっていうよう

なことは、小学校の先生は、結構やっておられます。ところが、子どもたちというの

は、ちょっとちょっととか言うんですよ。○○ちゃんはどう思う？僕はこうだ、とか

言って。やるんですけど、討論の狙いは何かというと、自分の考えを伝えて、相手の

考えを聞いて、自分の考えを修正して変えることなんですよ、柔軟的に。あ、そんな

考えがあるのか、あ、変わったわとか。ところが、小学生は意固地で、絶対に変えま

せんから、言いっ放しになっている。それは、それをやる手前で書かせるということ

を入れて、そして書かせた上で討論して、人の話を聞いて、自分の考えを変えていく。

そして、もう一度、自分が、自分の考えを再構築する。これは何かというと、ビジネ

ス企画力、国はビジネスシーンを想定して、アクティブラーニングと言っているんで

すよ。だから、例えば、コンビニの戦略をどうするかというときに、みんなが商品開

発の場合には、みんな、自分の企画を持って、集まってくるんですよね。そして、プ

レゼンして、そして人の考え、人のプレゼンを見て、変えるんですよね。変えていっ

て、修正をかけていって、そして、じゃあこれで行こうというふうに決めていくんで

すよね。これと同じことを、国は学校現場でやらせようとしているんですよ。これは
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何かと言うと、最終的には交渉能力、プログラム能力とも言えるものですよね。 

  で、結局、これをするときに、書くという作業が入っていなかったら、子どもたちは

いいかげんになるんですよ。そのときに、大人の場合だったら出てくる言葉が、やは

りという言葉が出てきます。やっぱりこうじゃないかな、という。やっぱりという言

葉が出たときに、一気に、その内容のレベルが下がりますよね、信用度が落ちますよ

ね。議会答弁で、やっぱりって言ったら、理事者はアウトですよね。それと全く一緒

で、だから書くということは、自分の考えを固めるということになる。そして、それ

を伝える。人の考えを聞く、そして自分の考えを修正する、この作業をアクティブラ

ーニングの中でしなさいということなんです。 

  それで、これをやろうと思ったら、授業の４５分の中で１５分ぐらいを、このために

とった場合に、じゃあ、お父さんの気持ちはどうかなって、こう言ったときに、さあ、

一旦書いてみてって言って。で、書いたら、ちょっと隣の子と見せあいっこしてって。

じゃあ、前の子、前後の子４人で、一度話し合ってみて、で、自分の考えが変わった

ら変わったでいいから、書き直してって言って、こんな作業を４５分のうち１５分ぐ

らい、毎回の授業では絶対無理だと思いますけれど、山場を迎えるとか、そういうと

ころではそういう経験をさせてくださいというのが、国が願っていることなんですよ。

前の学習指導要領では、それを言語活動という言葉で言っていました、既にね。既に

言っていたから、別に新しいことは何も言っていないわけですけれど。先生方も研究

授業になったら、それをやるんですよ。ところが、研究授業でいきなりやったって、

普段からやっておかないと、子どもはついてきません。で、そんなときに、子どもた

ちの言語活動用のフォーマットか何かをつくっていて、そして、これをファイル化し

ていったらいい。そうしたら、この授業のときと、別の道徳の授業のときとか、職場

体験のときの感想文とか、そういうものが全部、ファイル化されていくというね。こ

れが、ひょっとしたら三川先生のお話の中の１つの素材に、エレメントになっていく

かもしれないということだろうと思うんですけれど。 

  結局、国というのは、随分と大学改革をしていますよね。そのためには、高校を変え

ないとできないから、高校改革のために、あれをやっているんです。で、義務教育は、

もうとっくにやっていますよねというふうに言っています。で、なぜ大学改革かとい

うと、世界の大学ランキングで、あの東大でさえも５０位ぐらい、おそまつでしょ。

韓国とか中国の大学というのは、トップ２０ぐらいにいっぱい入ってくるわけですよ。
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日本だけが全然だめだということで、国際競争力とか交渉能力とか、企画力とか、そ

ういうことを狙ってやっているんですが、教育の本来から言っても、書くということ

から、教師は逃げてきた。作文書いておいでって、投げ捨ててきた。で、教師も、書

くのが嫌い。書くって、どれだけ難しいか。子どもにとっては地獄ですもんね。で、

教師は、書くことが嫌いなんです。それなのに子どもに書かせて、それで夏休み明け

に、どさっと集まったときに、どうしよう、これって。ハンコだけで終わったら、一

番いいのになってなるんですよね。読んで一言書くとか、これまた地獄なんですよね。

だから、普段の授業の中から書くということを経験させておく、でないと、全国学力

調査の国語のＢ問題は、ほとんど書くことですよ。で、それに向き合えって言ったっ

て、できません。答案も書いていない。選ぶのはできるけれど、書くことはできない

というふうになると思いますから、国が狙っているのは、別にむちゃを言っているわ

けではなくって、授業の本筋というのは本来「書く」です。これ、恐らく、昔からき

っと、そうだったと思います。ものすごく不易なことだと思いますよ。だって、ペー

パーテストは書くんですからね。だから、不易なことだと思うんですよね。 

  それが改めて、こんな形で出てきているだけなので、そういうふうな実践が、三川先

生のポートフォリオのほうで、うまくキャリアパスのほうにつながって、市長のほう

に予算要求して。市長がそういうふうな取組を見たら、喜んでつけてくれると思いま

すので、とにかく茨木版というやつを打ち出して、市長からしたら、選挙で打って出

られると。こういうやつで、って取りやすいと思います。以上です。 

 

三川先生 

  皆さん、少しご興味がおありになる領域だったかと思いますけれど、私は、先生方に

も、このコメントを添えるという作業を、実は丁寧にしていただくスキルが必要にな

るだろうと思います。 

  角野先生がおっしゃったように、感想文を出させても、教師がコメントを嫌うのは、

どう書いていいかわからないというところがあるからなので、その感想を受けて、先

生方が例えば、どう感じたかとか、どんなふうにその内容を受けとめたか。これは、

決して、評価のコメントではないんですよね、よく書けているとか。ここは、きちっ

と論理がなりたっているとか、いろいろ、書き方があるでしょうけど、決して評価で

はなくて、いかにその読書感想文では読書をして、その子どもたちの心、例えば感動
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しただとか、あるいは少し新たな考え方に出会ったかとか、とにかく自分が伝えたい

ことがそこにしっかり書かれているかと。多少、その文字とか文章とかが乱れていて

も、私は、子どもの思いが、そこにしっかりと反映されているって、そういうところ

を丁寧に見て取って、君がこんなふうに書いてくれたことをうれしく思うって、そん

な読書感想文のコメントが、子どもとの間でやりとりできないかな、そんなふうに思

っています。 

  キャリアパスポートのことをお話ししましたけれども、試作というか、実験的な取り

組みは既に前々からやっていて、幾つかご指導に上がったこともありますけれど、例

えば、高等学校でも、生徒たちがいろんな体験を振り返って、コメントと言うんでし

ょうか、自分自身の体験を言葉、文章にして書きます。すると、先生方が、どうコメ

ントしていいものかわからないので、それで、国語の先生なんかは、誤字とか漢字の

間違えなんかを指摘して、漢字は正しく書きましょうって書いてあったりですね、英

語の先生はＧｏｏｄとかＥｘｃｅｌｌｅｎｔとか、それ、日本語で言ったっていいん

じゃないのと、こういうことを随分申し上げてきたことがありました。決して評価の

コメントではない、評価のコメントを書くと、子どもたちは評価されるほうに、多分、

自分の体験をひずませて、ゆがめて書くんではないか、それが懸念されているところ

なんですよね。率直な自分自身の体験を、学びを、気づきを、失敗したことも成功し

たことも、自分の言葉で表現できるという、そこをぜひとも推進してあげたいという

ふうに思っているところです。 

  で、このようなことを申し上げるようになったきっかけになったエピソードが１つあ

るので、ご参考になるかわかりませんが、申し上げます。これは、八尾市で取組を推

進させていただいた、随分前のことになります。職業体験というのが、中学２年生で

ありますけれども、ある中学２年生の男子生徒、職業体験で、どこかに行かなければ

ならないんですが、生徒の希望をとると、本人は、実はビデオのレンタルショップに

行きたかったんです。そこに行きたいって言ったんだけど、そこはだめって言われて

しまった。なぜかと言うと、その生徒には生徒指導上の問題があったので、そういう

生徒は、うちに来ていただいてはちょっと困る、お客さんへの対応もあるので、ちょ

っとやんちゃな生徒さんは困るんですって。これ、裏の話ですよ、先生方とその受け

入れ先のお店の方との裏の話で、行き先は別のところを選択しなければならなくなっ

た。最終的に、本人が選んだのは、実は地域の地場産業の造園業、植木屋さんなんで
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すよね。地場産業ですから、子どもたちはふだんから遊び場にしてきたところで、何

でそんなところによりによって行かないといけないのかって、本人は行きしぶったん

です。でも、担任の先生とは信頼関係ができていたので、まあ行ってこいって、本人

も渋々納得して行きました。たった３日間です。１日目は何とか来た、先生方はひょ

っとしたら、来ないのではないかと思っていたんですが、ちゃんと来て、午後の巡回

でもそれなりにやっていたと。２日目もそうでした。３日目は、見違えるぐらい、に

こにこしながらやっていたということがあって、それで、何かあったんだろうとは思

っていたんですけれども、具体的にその話をすることができないので、ただ、本人が

書いた、いわゆる記録、毎日の日々の活動記録は、１日目も２日目も全く白紙でした。

３日目の最後の行に、行ってよかったって書いてあったんですよ。行ってよかったっ

て書いてあったんです、あのにこにこしていたのは、そういうことでしたっていうふ

うに言われたんで、私もですね、行ってよかったって、何で行ってよかったって書い

たんでしょうかって、その担任の先生に聞いたんですよ。そうすると、いや、案外お

もしろかったんじゃないでしょうかって言われるから、そんなわけないじゃないか、

あんだけ嫌だって言っていたのにって言ったら、その先生が、じゃあ、何で行ってよ

かったって書いたんでしょうかというふうに私に聞くので、そんなこと、私に聞かれ

たってわからないから、本人に会って聞いてあげてって言って、聞いてもらったんで

すよね。ここです、担任の先生は、この生徒とは信頼関係が多分あるんです。 

  で、いろいろ聞いていくと、その体験の中でいろんなことがあったということがわか

りました。１つはね、ものすごくほめてもらえたんですって。それがうれしかったっ

て。それは、植木屋さんのご主人がね、やんちゃな生徒が来ますけどって言ったら、

ああ、それは昔のわしやと言ってですね、快く引き受けてくれて、よう来たって、も

のすごく歓迎してくれたそうです。いろんなことを丁寧に教えてくれて、よう頑張っ

たって、おっちゃんはうれしいって言って、ずっとそんな言葉をかけてくれたという

ので、本人がほめてもらったことがうれしかったと。そこからなんですよ、担任の先

生と話していると、３日間、どうなるかと思ったけど、続いたなということで、次に、

僕はほめてもらえたら頑張れるんだって言い出したんですね。僕は、ほめてもらえた

ら頑張れるって。で、２年生から３年生に上がるときの文集か何かだったと思うんで

すけども、そこに、３年生になったら、ほめてもらえるように頑張りたいっていう文

章が出てきたというわけですよね。 
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  私はここに対話の大きな意義があると思います。この担任の先生は、やはりものすご

く丁寧に生徒と向き合って、この職業体験での「行ってよかった」の１行から、恐ら

く、僕はほめてもらえると頑張れるので、ほめてもらえるように頑張りたいという、

この気持ちを感じ取ることができた、そんなやりとりをしていただいたんではないか

と思います。主体的で、対話的な深い学びのこの対話的というのは、私は、そんなと

ころに大きな意味があるんだと思って、このキャリアパスポートを活用されるに当た

って、こんなエピソードを時々、お話ししているところであります。篠永先生がおっ

しゃっている、当たり前のやりとりの中にこそ、実は大きな学びや気づきがあるんで

はないかというのを感じ取ったということです。 

  以上といたします。 

 

片山委員 

  ありがとうございます。少しちょっと、また各論に戻って申しわけないんですけどね。

先ほど、三川先生のほうから、いじめの問題でですね、認知件数が非常に少ないとい

うような、もっといろんな掘り起こしがあるんではないかというご指摘があったと思

うんですけれど、確かに、学校の中でそういういじめがあったら、担任の先生が気づ

かれて、具体的に指導されて、早期に解決しているというのが通常だと思うんです。

それで、うまくいかない場合、学年に上がってきたり、生徒指導に上がったり、校内

で上がったり、さらに難しくなると、スクールカウンセラーに上がり、件数に上がる

とか。社会的、家庭的な問題があれば、ＳＳＷに関わってくるとか。そういう校内で

の指導体制の中で、どういうことを対応しているかということで、この数字が上がっ

ているんだと思います。 

  そういう個々の先生方が気づいた問題を全て上げるということは、多分、大変膨大な

作業になるのではないかなと思って、ある程度、いじめとしてのレベルが高いものに

なったら、その相談活動とか、そういうところの件数をこれはとり上げているのかな

というふうに、私なりに感じているんですけどね。本当は、そういう個々の先生方の

日常の中で気づかれた件数をノートに記して、それを全体として、こういうことがあ

ったということで、統計的に出すというのも１つの方法なんでしょうけど、多分、そ

れは日常の膨大な作業の中でね、そういうことを把握して、いちいち件数を出してい

くのはどうかなということで、これは省かれているのかな、そのあたり、ちょっと事



 

－ 32 － 

務局のほうからもご説明いただければなというふうに感じています。 

 

三川先生 

  今、ご指摘があったことですが、確かに、ご指摘のとおり、膨大な作業にはなるのか

もしれませんけれども、私は、関与させていただいているところでは、担任の先生が、

ひょっとしてこれはいじめかもって気づかれたら、それは必ず、例えば、個人で未然

に対応しようとか、何とかこれが大きくならないようにしようと思われる前に、きち

んと、こういうことがあるということを、気づいたら、ひょっとしてと思った時点で、

それはもう報告しておいてくださいというふうに申し上げてきた、こんな経緯があり

ます。それがないと、本当の意味でのいじめ対策にはならないような気がして。茨木

市の対応を存じ上げないので、大変失礼なことを申し上げているかもしれません。 

 

角野先生 

  実は、２年前まで、隣の摂津市でいじめ問題に関わっていたんですけれど、これはね、

それまでは発生件数だったのが認知件数に変わって、で、京都のほうがものすごく上

振れして、京都全体で何万件ってなったということがありました。何でもって数値を

カウントするか。で、アンケートなんかで、子どもが被害を受けていると思ったら、

それはいじめなんだからということで、子どもの訴え、保護者の訴え、友達の訴えと

いうね。で、どこに訴えてくるかというのは、またばらばらなんですね。担任に来る、

いや、知り合いの先生に来る、違う保護者から通じて来る、学校の管理職に来る。だ

から、それをキャッチする方法を、学校としてきっちりと、そのルートを持っていて、

どこかで集計をしてカウントをすると。そのときに、じゃあそこにヒアリングを入れ

るかって言うと、ヒアリングを入れていると、とてもじゃないけど、さばき切れない

という問題があるから、恐らく、数値がぐんと上がっているところなんかは、言って

きたっていうことは、恐らく訴えてきていて、それを否定できないわけだから、もう

カウント１として上げろ、ということになるんだろうと思うんですよね。だから、そ

のカウントの仕方が随分と違うのではないかって思います。私なんかはどっちかとい

うと、解消率が気になるという、いじめの解消率という言葉ありますよね。極端なこ

とを言うと、どんな状態になったら解消なんかと。 

  で、恐らく、ここが一番、説明する場合に、説明が苦しくなってくるところになるん
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だろうなというのは思いますし、今は９割８分ぐらいが携帯電話を持っていて、携帯

でＳＮＳによる誹謗中傷みたいなことが、出てきたときには摂津市でも、いや、まだ

それはあまりないですって言っていました。で、おととしまでやっていたので、おと

としのときには、もういっぱい出てきていました。だから、あっという間に増えるな

ということなので、もう、そうなってくると、手出しはできない。誰が書いたかわか

りませんし。犯罪行為だから、これは警察に言えば、警察は逆探知できるからキャッ

チはできるけれど、でも、もうそれはわからないという状態で、不信感ばっかりあお

るので、いろいろなトラブルが見えないところでいっぱい起きていると。だから、い

じめという現象と、裏側で起きているトラブルが、今はトラブルが下へもぐりこんで

いるということなんですよね。 

  実は、さっきメールが入ったんですけれど、これも１つの犯罪なんですけれど、実は

大阪府の青少年問題協議会、いわゆる昔でいう青問協の会長をやっているんですけれ

ど、大阪府が、自画撮り要求、いわゆる児童ポルノですよね、自画撮り要求に係る条

例改正をしたんですよ。で、条例を改正して、最初に条例にひっかかって、書類送検

されていると。で、書類送検されたのは、高校１年生の男子です。だから、裏側で、

どんどん犯罪に入っていっている。裏側、見えないところで、いっぱいいろんなこと

が起きているということなんです。 

 で、いじめは、いじめられた、嫌なことをやられたという状態です。その裏側で起

きている問題行動がどんどん見えなくなっていっているという状態が今、起きている

というのがあって、今日の新聞に、もう出ていると思いますので。だから、子どもの

世界はそういう世界に入っていっているということです。 

 

玉谷教育政策課長 

  貴重なご意見、どうもありがとうございました。 

  それでは、この意見交換会を閉会とさせていただきまして、教育長にお願いいたしま

す。 

 

岡田教育長 

  それでは、角野先生、三川先生、いろいろとご意見ありがとうございました。ご意見、

またご指摘いただきましたことにつきましては、今後の茨木市の教育行政に生かして
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いきたいというふうに思っております。今後とも、またご協力のほう、よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

  ほかに全体で何かご質疑される点ございませんか。 

  質疑を打ち切りましても、異議ございませんか。 

 

   （各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

  異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。 

  ただいまより各委員の賛否及び意見を求めます。 

 

   （各委員「原案賛成」の発言あり） 

 

岡田教育長 

  各委員のご意見は原案に対して賛成であります。 

  本件は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

 

   （各委員「異議なし」の発言あり） 

 

岡田教育長 

  異議なしと認めます。 

  よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

  以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  令和元年第１２回茨木市教育委員会臨時会を閉会いたします。 

  どうも長時間ありがとうございました。 

 

（１５時４５分 閉会） 
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以上会議の顛末を記載し、茨木市教育委員会会議規則第１７条によりここに署名する。 
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